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地域包括ケアシステムの課題と展望

筑　後　一　郎＊1

要　　　約

　本稿では，地域包括ケアシステムが策定された経緯と，策定されてから10年が経過した現在の状況
を概観し，適正化，効率化のもとで動いている地域包括ケアシステムの展望と課題を議論している．
わが国は，2025年には65歳以上人口，75歳以上人口がそれぞれピークに達するため，そのピークに備
えた地域包括ケアシステムを構築している．現在ある医療・介護保険制度のなかで，適正化と効率化
を図りつつ，システムの持続的な維持を考えているが，一方で地域にいながら最期を迎えるための準
備が整っているとはいいがたい．その理由として，提供主体の地域に3つの困難があることを指摘し，
その困難のなかでも多様な医療者，介護職員，自治体に存在する介護支援者を仲立ちするシステムの
脆弱さがあると考えられること，これを仲立ちする担い手が急務であることを提示した．

短　報

ているが，医療給付費は0.5％増に過ぎない1）．これ
について財務省は，経済・財政計画の目安に沿って
抑制しているとしているが，一般会計の歳出総額全
体で見ると，およそ3分の1が社会保障関係費として
計上されることがわかる．
　社会保障が自然に増加する理由はいくつかある
が，大きな理由としてあげられるのが高齢化の進展
による自然増である．後述するが，現在，我が国
の高齢化率は26.7％であり，それによる医療や介護
サービスが必然的に増えることが，自然に増加する
根本的な理由である．国は，このメカニズムによ
る自然増をできるだけ抑制し，持続可能な社会保障
サービスを維持するために，前出の経済・財政計画
の目安に基づいて自然増の伸び率を抑制しようとし
ているのである．
　この経済・財政政策の目安とは，正確には「経済
財政運営と改革の基本方針2015」という．この中
で，社会保障の項目をみると，3点の基本方針が掲
げられている．すなわち，第1：社会保障・税一体
改革の推進と経済再生，財政健全化，制度の持続可
能性の維持の実現を目指した改革，第2：社会保障
の実質的増加が1.5兆円程度と見込まれることから，

１．はじめに
　わが国は，世界でも類を見ない高齢化に直面して
いる．今後，高齢者数は増加することが予測されて
おり，そのため持続可能な医療・介護制度を構築す
ることが急務となっている．国はそれに対応するた
め，地域包括ケアシステムを構築し，制度の持続可
能な維持を推進している．一方で，提供主体である
地域は，システムに十分対応できる準備が整ってい
るとはいいがたい．本稿では，わが国の人口や予算
の状況を概観し，それに対応する施策の整理を行っ
たうえで，地域包括ケアシステムの展望と課題を検
討することを目的とする．

２　医療・介護を取り巻く予算と人口状況
２. １　予算の状況
　平成28年3月に国会で可決された予算によれば，
一般会計予算における平成28年度の社会保障関係費
は，平成27年度予算と比較して1.4％増の31兆9,738
億円となり，一般会計の歳出総額（96兆7,218億円）
と比較すると33.07％を占めることとなった．医療，
介護，年金に限った内訳をみると，年金給付費が前
年度比1.7％増，介護給付費が前年度比3.6％増となっ
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年ごろから64歳以下の人口が減少に転じており，税
や保険料収入に限りが見えてきたことから，制度の
変更なくしては医療，介護制度を維持できなくなる
ことは自明の理であったからである．第2に，地域
のなかにある医療資源の効率化である．地域のなか
には，多様な医療資源が存在する．高度な医療を提
供できる総合病院から，個人病院，訪問看護，訪問
介護サービス，それに付随する様々な付属サービス
に至るまで，広い裾野の資源が存在する．しかし，
住民がそれを適切に選択し，利用できる環境であっ
たかといえば，必ずしもそうではなかった．それゆ
え，国民のなかにある総合病院志向や入院の長期化
といった，医療費が増大する原因を解消できなかっ
たのである．そこで，地域のなかにある医療資源を
適切に利用できるよう，効率化が図られることと
なったのである．第3に，尊厳のある一生を過ごす
ことができる制度設計である．昭和40年代には，病
院で亡くなる人と自宅で亡くなる人の割合はおおむ
ね2：8であったといわれている．一方で，現在の割
合は，7：3程度になっているという．おおよそ50年
で，自宅と病院で亡くなる人の割合が逆転したこと
となる．この割合をできるだけ病院外に移行するこ
とで，最期は安らかな日々を自宅等で過ごせるよう
にしたいということが，制度設計のねらいであった
という．この医療制度改革関連法が，現在国で推進
している地域包括ケアシステムの原点になっている
のである．
　この医療制度改革関連法が成立する前に，1つの
重要な決定がなされている．それは2005年6月に，
小泉政権下で策定された骨太の方針2005である．こ
の中に，「医療費の適正化の実質的な成果を目指す
政策目標を設定し，達成のための必要な措置を講ず
る5）」という記述があるが，この当時から医療費を
適正化すること，そのための政策目標を策定するこ
と，さらにそれを達成するために必要な措置を講じ
ることの3点について，推進するための方策として
考えられたのが，制度改正，地域資源の効率化，尊
厳ある一生を送るための制度設計として現れたと考
えるのが妥当であると考えられる．
３. ２　医療制度改革法とシステム改正
　2006年に成立した医療制度改革法には，医療費を
抑制するためのさまざまな取り組みが組み込まれて
いる．この当時，地域医療計画，生活習慣病予防の
推進，平均在院日数の短縮，高齢者医療制度の変更，
IT の推進化などが取り組みの主なものとして提示
されており，現在推進されている医療制度改革の原
型はここで作られたといえる．
　例えば，生活習慣病予防の推進では，これまでの

2018年度までは社会保障の自然増伸び率の抑制基調
を維持しつつ，効率化・予防化に取り組む．さらに，
2020年度には消費税引き上げと同時に社会保障の充
実と自然増の増加分を増税分の水準にとどめる，第
3：医療・介護提供体制の適正化，生活習慣病の予防・
介護予防，負担能力に応じた公平な負担，給付の適
正化，後発医薬品の使用促進を含む医薬品等に係る
改革等2），である．今後自然増が見込まれる医療，
介護，年金については，財政健全化をふまえつつ，
自然増の伸びをできるだけ抑制するために，重症化
予防や後発医薬品の使用促進，負担能力に応じた負
担のあり方などについて，改革を推進することが方
針として掲げられているといえる．
２. ２　人口の動向
　高齢化の進展に伴い，高齢者数は増加の一途をた
どっている．総務省統計局の平成28年3月報のデー
タによると，65歳以上人口は3392.1万人で，全体の
26.7％となる3）．今後10年の間に，濃厚な医療サー
ビスが必要となると考えられる75歳以上人口は，同
データによると1667万人であり，全体の13.1％を占
めている．すなわち，少なく見積もっても，今後10
年の間に2000万人もの国民が，濃厚な医療サービス
を受益するという構図が現れるわけである．
　一方，これからの国を支える若年層の低下は著し
い．厚生労働省の資料によれば，1995年ごろから
0~64歳人口が減少しはじめ，2060年代にはほぼ半減
するという推計がなされている4）．すなわち，それ
だけ税や保険料を納付することができる人口が減少
するということであり，現在の水準の社会保障サー
ビスを維持するためには，税，または保険料負担を
上げるしか方法はないと考えられる．
　それゆえ，前述した経済財政運営と改革の基本方
針2015は，高齢者人口の増加と税や保険料負担が可
能な若年者人口の減少の2点をふまえた方針となっ
ており，そのために限られた財源を有効に活用し，
かつできる限り負担を抑えた制度設計が求められる．

３．医療・介護政策の改革遍歴
３. １　医療制度改革法の概要
　2025年になると，3人に1人が65歳以上，5人に1人
が75歳以上の高齢者となる，いわゆる2025年問題が
発生する．それに備えるため，国はこれまで様々な
施策を講じてきた．2005年に改正介護保険法が成立
した後，その翌年の2006年に，政府は医療制度改革
関連法を成立させた．これは，来るべき超高齢社会
に備えた環境整備のために提出されたもので，3つ
の方針が含まれている．第1に，医療保険や介護保
険の制度改正の進行である．前述したように，1995
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知見により重症化を防ぐための手立てとして取り組
みが組まれており，たとえばメタボリック・シンド
ローム検診を40歳以上の健康診断に取り入れ，基準
を超える受診者には痩身や運動を促すなどの指導を
行い，加齢を重ねた際に重症化するのを防ぐための
手段がとられている．
　高齢者医療制度の変更では，65歳から75歳の高齢
者を前期高齢者，75歳以上の高齢者を後期高齢者に
分割し，医療費の負担割合を現役世代と高齢者世代
で明確化した．さらに，高齢者も保険料を支払い，
所得に応じた医療費負担の割合も引き上げられてい
る．
　その他にも，地域医療計画では医療圏の整理を行
うことで効率化を図る狙いがあり，各都道府県で医
療計画を策定することが義務付けられている．平均
在院日数の短縮では，2006年当時の全国平均在院日
数が36日であったものを，現在の水準の14日間に短
縮するための取り組みが明記された．IT 化の推進
では，電子カルテ化の推進により，医療費の効率的
な執行がなされているかを保険者が確認しやすくす
るシステムが構築されている．
　このように，現在推進されている医療費の適正化
システムは，医療制度改革法が制定されてから10年
が経過して明確な形が現れるようになってきた．現
在の医療保険制度を維持しつつ，負担割合の増加は
あるものの，できる限り現行のシステムを維持する
ための様々な取り組みが行われているのである．
３. ３　地域包括ケアシステムの概要と課題
　厚生労働省は，前述した2025年に起こる問題に対
応するため，地域包括ケアシステムの構築を推進し
ている．このシステムの解説がなされている資料を
確認すると，このシステムについて次のように説明
している．すなわち，2025年を目途に，高齢者の尊
厳の保持，自立生活の支援を目的として，自分らし
い暮らしを最期まで続けることができるよう，地域
包括ケアシステムの構築を推進することで，包括的
な支援・サービスの提供体制を推進するというもの
である．2025年には，前述の通り65歳以上の人口が
総人口の約33％，75歳以上の人口が総人口の約20％
となることが想定されており，高齢者数のピークを
迎えることとなる．その際，限られた財源のなかで，
できる限り重症化を防ぎつつ，最期まで地域で暮ら
していくことが可能なシステムを包括的に提供する
ことが狙いとなっていると考えられる．
　それを検討する際に考慮すべきことは，尊厳の保
持と自立生活の支援であると考えられる．松繁の主
張をもとに議論したいと思う．
　まず第1に，尊厳の保持について，できる限り住

み慣れた自宅で，最期のときを穏やかに迎えられる
よう支援することが主眼である6）としているが，こ
れはすなわち自宅での看取りを推進することにある
と考えられる．前述したように，現在は病院で最期
を迎える国民が多数であり，この点は国民の意識を
変えていく何らかの手段が必要であることは考えて
おかなければならない．
　第2に，自立生活の支援についてであるが，人生
の最期まで続けるためには，家族への教育，きめの
細かい訪問診療，看護，介護サービスが住み慣れた
地域で受けられるかどうかにかかっているとし，そ
の際に公的介護保険でカバーできるものが，必要十
分であるかを考慮する必要がある6）という．現行の
介護保険制度下では，要介護5でも公的介護保険範
囲内限度額は3万6千円までである．身体介護時間は
最大で週あたり12.5時間まで，訪問看護・入浴はそ
れぞれ週当たり1回までとなっており，自立生活を
支援するための手段として必要十分であるかといえ
ば，疑問の余地がある．医療保険ではカバーしきれ
ない部分をカバーするために，2000年に介護保険法
が施行されたが，最も重い要介護5であっても，公
的介護保険の限度額では前掲したサービスが限度と
なる．それ以外は家族が介護を行うこととなると考
えられるが，介護する家族が存在すればそれも可能
であるが，介護する家族がそもそも存在しなかった
り，遠方に居住しているといった場合には，自立し
た生活を営むことができるかといえば，現行制度で
は困難であることは想像される．
　地域包括ケアシステムについて，提供する主体で
ある地域の視点からまとめると，2点に集約するこ
とができる．第1に，地域にあるさまざまな資源を
活用し，多様な担い手が連携をしつつ，必要な支援
を提供すること，第2に，病院や施設から在宅介護
へ移行をスムーズに行わせ，医療や介護財政の安定
化をはかりつつ，持続可能なシステムとして展開す
ることを期待している6）ことである．このことにつ
いて，沼尾の指摘をもとに，自治体の課題を考えて
みたい．
　沼尾によれば，自治体の困難さとして3つの困難
があるという．第1に，高齢者の生活実態把握が困
難なこと，第2に，担い手の確保を通じたサービス
提供の困難さ，第3に，地域のなかで多様な担い手
が集まって，方向性を決めるための場作りの困難さ，
の3点7）である．
　第1の困難さであるが，高齢者の生活実態を把握
するためには，頻回な訪問や家族からの聞き取り等，
きめ細かい確認が必要となってくるわけであるが，
独居，または高齢者夫婦のみの世帯の居住実態を正
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確に把握することは難しく，だれにも看取られずに
死亡していたというケースは数多ある．第2の困難
さである担い手確保のサービス提供であるが，介護
職の慢性的な不足に伴い，それを解消するために介
護保険で介護職への給与増額のための加算を行って
はいるものの，担い手確保の決定的な解決策とは
なっていないのが現状である．
　第3の困難さである，多様な担い手が集まったう
えでの方向性決定の場づくりであるが，沼尾によれ
ば医療者や介護施設の職員，自治体職員，民生委員，
町内会役員などの，多様な人材が集まって協議しよ
うとしても，専門的用語が飛び交う中でそれを理解
できない関係者が協議するための受け皿が十分でな
い7）ために，場を形成することが難しいと指摘して
いる．医療者や介護職では，通常の行為である専門
的用語であったとしても，自治体職員や民生委員，
町内会役員などの担い手は，必ずしも専門的用語に
通じているわけではない．とくに，民生委員や町内
会役員は，委託されている業務内容が多くあり，若
年者が仕事を持ちながら遂行することは難しいとい
う理由から，高齢者がその役を担っているケースが
多くみられる．それゆえ，方向性を決定するための

場を形成するためには，仲立ちを手助けするコー
ディネーターが必要であるが，そうした人材を作る
ための施策がとられている地域は極めて少ない．し
かし，沼尾の指摘した3つの困難を克服し，限られ
た財源で維持するためには，地域内での協働が不可
欠であり，それを推進するためにも，場を仲立ちす
る人材の育成が急務であるといえる．

４．結び
　本稿では，地域包括ケアシステムの概要と，それ
に伴う課題について検討してきた．限られた財源の
なかで，現在の医療水準を持続させるためには，あ
る程度の効率化や適正化は避けられない．しかし，
それが行き過ぎることで国民が不安に思うようなシ
ステムでは，理想的なシステムであっても持続する
ことは困難である．それゆえ，それを持続させるた
めには，各地域の担い手の協働は欠かせない．本稿
では，その担い手を仲立ちするための人材育成の必
要性を指摘したが，今後の展望としては，この担い
手育成のための事例をさらに深耕していく必要があ
る．この点については今後の検討課題としたい．
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